
入  札  公  告 

 
下記のとおり一般競争入札に付します。 
令和７年10月９日 
   
                                                  契約担当官 
                                                  石川県警察会計担当官 田中 靖之  
 
 

記 
 
１ 一般競争入札に付する事項 
(1) 件名及び数量等    

  ア 件名 
    使用済国有車両売却の件 
    イ 件名の規格等 
    入札説明書による。                 
(2) 引取場所  四輪車：金沢市粟崎町５丁目３番地３  粟崎宿舎敷地内 

     二輪車：野々市市二日市四丁目19番地  交通機動隊敷地内 
  (3) 引取期限  令和７年11月28日 
  
２  入札に参加する者に必要な資格 
  (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 
      なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 
  (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 
  (3) 物品管理法第18条の規定に該当しない者であること。 
  (4) 警察庁から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 
  (5) 「使用済自動車の再資源化等に関する法律」（平成14年法律第87号。以下｢自動車リサイクル法｣という。）に定める使用済自動車の引取業

及びフロン類回収業の登録をし、かつ、解体業及び破砕業の許可をうけていること。 
 (6) 令和７･８･９年度内閣府競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の買受け」のＡ、Ｂ又はＣの等級に格付けされている者であること。 
 (7) 再利用を目的とする部品の取外しを行う場合には、「古物営業法」（昭和24年法律第108号）に定める古物商の許可を受けていること。 
 
３ 入札参加者に要求される義務 

入札参加希望者は、入札参加申請書を提出しなければならない。入札参加申請書には、次に示す事項について証明する書類を添えて、本入札
公告の掲示開始日から令和７年10月24日（金）までに５(1)の提出場所に提出すること。 
なお、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

  ア 入札参加申請書（様式第１号） 
  イ 国が発行した「資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」（写） 
   ウ 自動車リサイクル法に定める引取業者の登録通知書(写) 
    エ 自動車リサイクル法に定めるフロン類回収業者の登録通知書（写） 
  オ 自動車リサイクル法に定める解体業の許可証（写） 
  カ 自動車リサイクル法に定める破砕業の許可証（写） 
  キ 古物営業法に定める古物商の許可証（写）（再利用を目的とする部品の取外しを行う場合のみ） 
 
４ 入札参加資格の確認結果の通知 
  確認結果通知は、令和７年10月28日（火）までに行う。 
 
５ 入札書の提出場所等 
(1) 入札書の提出場所、入札説明書及び入札参加申請書の交付場所並びに問合せ先 

〒920-8553 金沢市鞍月１丁目１番地 
   石川県警察本部庁舎 ４階 警務部会計課用度係 076-225-0110 
 (2) 入札説明書等の交付方法 
   (1)の場所において交付 
 (3) 入札書の受領期限 
   令和７年10月29日（水）正午 

（郵送の場合は、書留郵便とし、受領期限内必着とする。宛先は、(1)の提出場所とする。）  
(4) 開札の日時及び場所 

   令和７年10月29日（水）午後１時３０分 石川県警察本部庁舎 ２階入札室 
 
６ 入札説明会及び売払い物品の供覧を行う日時及び集合場所 
 (1) 日時   令和７年10月17日（金）   午後２時００分 
 (2) 集合場所 金沢市粟崎町５丁目３番地３ 粟崎宿舎敷地内 
 
７ 入札方法等 
   入札金額は、総価を記入すること。 
   なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があ
るときは、その端数を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税
事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 
８  入札の無効 
    本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に要求される事項を履行しなかった者の提出した入札は、無効とする。 
 
９ 契約書作成の要否 
  要 
 
10 入札保証金及び契約保証金 
  免除 
 
 
 
 
 


